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平成29年第４回臨時会議事日程（第１号） 

 

平成29年11月24日（金） 

午前 10時 00分開議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 議案第53号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度吉富町一般会計

補正予算（専決第２号）） 

 日程第４ 報告第10号 専決処分の報告について（平成２８年度～２９年度 吉富町営別府団

地建設工事（１期工事）電気設備工事契約変更） 

 日程第５ 議案第54号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第６ 議案第55号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第56号 平成２９年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第８ 議案第57号 平成２９年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第９ 議案第58号 平成２９年度吉富町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第10 議案第59号 平成２９年度吉富町水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

会期日程表（案） 
 

目  次 月  日 曜 区  分 開 議 時 刻 摘      要 

第 １ 日 11月24日 金 本会議 午前10時 

 開会 

 会期の決定 

 提案理由の説明 

 質疑、討論、採決 

 閉会 
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町長提出議案の題目  別紙日程表のとおり 
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午前10時00分開議 

○議長（若山 征洋君）  皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員は９名で、定足数に達してお

ります。 

 ただいまから平成２９年第４回吉富町議会臨時会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（若山 征洋君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に花畑議員、是石議員の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（若山 征洋君）  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日１１月

２４日の１日間としたいと思います。これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、会期は本日１１月２４日の１日間に決

定いたしました。 

 これから議事に入ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第５３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度吉富町一般

会計補正予算（専決第２号）） 

日程第４．報告第１０号 専決処分の報告について（平成２８年度～平成２９年度吉富町営

別府団地建設工事（１期工事）電気設備工事契約変更） 

日程第５．議案第５４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第６．議案第５５号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第７．議案第５６号 平成２９年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第８．議案第５７号 平成２９年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

日程第９．議案第５８号 平成２９年度吉富町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
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について 

日程第１０．議案第５９号 平成２９年度吉富町水道事業会計補正予算（第３号）について 

○議長（若山 征洋君）  日程第３、議案第５３号から日程第１０、議案第５９号の８議案を一括

議題といたします。 

 事務局に議案を朗読いたさせます。事務局。 

○書記（太田 恵介君）  議案第５３号専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度吉富

町一般会計補正予算（専決第２号））、報告第１０号専決処分の報告について（平成２８年度～

２９年度吉富町営別府団地建設工事（１期工事）電気設備工事契約変更）、議案第５４号一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第５５号単純な労務に雇

用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

５６号平成２９年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について、議案第５７号平成２９年度吉

富町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、議案第５８号平成２９年度吉富町公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第５９号平成２９年度吉富町水道事業会

計補正予算（第３号）について、以上です。 

○議長（若山 征洋君）  次に、町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（今冨壽一郎君）  皆さん、おはようございます。 

 本日、平成２９年第４回臨時町議会を招集いたしましたところ、議員各位には公私ともに極め

て御多用の中を御出席いただき、まことにありがとうございます。 

 このたびの臨時議会には、専決処分の承認案件１件、専決処分の報告案件１件、条例案件２件、

予算案件４件の計８案件について御審議願いたく、御提案するものであります。 

 提案理由について御説明申し上げます。 

 議案第５３号は、専決処分の承認を求めることについてであります。 

 平成２９年９月２８日に衆議院が解散し、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が

執行されることに伴い、同日付で当該予算を専決処分したので、法の定めるところにより議会に

報告し、承認を求めるものであります。 

 報告第１０号は、専決処分の報告についてであります。 

 平成２８年度～平成２９年度吉富町営別府団地建設工事（１期工事）電気設備工事契約変更に

ついて、平成２９年１０月２５日付で町議会の委任による専決処分をしたので、法の定めるとこ

ろにより議会に報告するものであります。 

 議案第５４号は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。 

 平成２９年８月８日の人事院勧告に基づき、これを実施するため、一般職の職員の給与改定を
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行うものであります。 

 議案第５５号は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてであります。一般職の職員に準じて、給与改定を行うものであります。 

 議案第５６号は、平成２９年度吉富町一般会計補正予算（第４号）についてであります。 

 既定の歳入歳出予算にそれぞれ６３５万３,０００円を追加し、予算総額を４１億５,４９１万

９,０００円とするものであります。 

 歳入では、１８款１項繰越金で、前年度繰越金３５５万３,０００円の増額、２０款１項町債

で、緊急防災・減災事業債２８０万円の増額。 

 歳出では、給与条例の改定に伴う人件費で、特別会計への繰出金を含めて総額３５５万

３,０００円の増額、９款１項消防費で、マンホールトイレ施設整備工事費２８０万円の増額で

あります。 

 議案第５７号は、平成２９年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてであ

ります。 

 既定の歳入歳出予算にそれぞれ９万３,０００円を追加し、予算総額を１０億５,２９１万円と

するものであります。給与改定に伴う増額補正であります。 

 議案第５８号は、平成２９年度吉富町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてで

あります。 

 既定の歳入歳出予算にそれぞれ１４万７,０００円を追加し、予算総額を６億７,１３１万

９,０００円とするものであります。給与改定に伴う増額補正であります。 

 議案第５９号は、平成２９年度吉富町水道事業会計補正予算（第３号）についてであります。 

 収益的支出２５万３,０００円を追加し、収益的支出総額を１億２,８５４万２,０００円とす

るものであります。給与改定に伴う増額補正であります。 

 以上、提出議案については、いずれも行政運営上重要なものであります。何とぞ慎重に御審議

の上、御承認、御議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第３、議案第５３号専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度吉富町一般会計

補正予算（専決第２号））を議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。担当課長、説明。 

○総務課長（守口 英伸君）  御説明いたします。議案書１ページをお願いいたします。 

 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成

２９年度吉富町一般会計補正予算を別紙のとおり、平成２９年９月２８日付で専決処分したので、
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同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 平成２９年９月２８日に衆議院が解散し、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が

執行されることに伴い、同日付で当該予算を専決処分させていただきました。予算額は５３０万

円で、まだ国の執行経費が確定しておりませんが、その執行経費の範囲内で支出したいと思って

おります。 

 なお、この予算の専決処分につきましては、９月２２日開催の議会全員協議会で事前にお願い

をし、御承認いただいたところでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  これから質疑を行います。なお、質疑に当たっては、自己の意見は述べ

られないことになっています。また、質疑の回数は同一議員につき、同一議題について３回を超

えることができないようになっていますので、よろしくお願いいたします。 

 質問者、答弁者の発言は挙手をし、「議長」と発声の後、私から発言の指名を受けてから行っ

てください。 

 以上のことを必ずお守りいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 これから歳入歳出一括で質疑を行います。本案に対して御質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今回は衆議院選挙ということで、確定されているものではなく、

参議院みたいにもう決まっているものじゃないんで、急に決まるものですから、こういう形にな

るのは仕方ないと思いますが、こういう形の衆議院とかの場合、急に入った場合の、今、交付金

のまだ確定がされていないちゅうて言いよったんやけど、大体、こういう場合はいつぐらいに確

定するの、やっぱり年度末、それとも終わってから何カ月とかそういう形になるのか、ちょっと

その辺を教えてください。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  いつごろ確定するかというのは、ちょっと私、今、答えることがで

きないんですが、当然、年度内には必ず確定をいたします。今、３月の補正予算でそういったも

のを確定した額を補正したいというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっとわかりづらいんかなと思うんで、３月まで、年度末には

わかるのはそれは当たり前だと思うんで、ちょっとその辺はまたわかり次第教えてください。そ

うせんと、これが選挙が２月にあった場合どうなるんやろうかとかいうのもあるんで、必ず年度

末にあるのかどうなのか。ただ、３月１日に選挙の場合は年度末に入らんとか何かあるかもしれ
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ないんで、ちょっとその辺が知りたかったんです、これが１点。また次回でいいです。 

 もう一つは、今回も急にあった解散選挙なので、職員の対応、これに出る職員たちがどのよう

な配分やったんかなと思って、というのが、職員によっては、やはり先日の、僕、一般質問でや

ったように、時間外が多い方と少ない方というのがあると思う。これ、大体年度内で皆さんの課

のほうは組んでいると思うんやけど、こういう臨時にあった場合、かなりちょっとふえたりする

人も出てくるのかなと思うんです。どうなんかなと思って、課によっては。本来の業務で行くと、

大体、年度末に向けてこれぐらいの予定を組んでいるのに、このことによってまた時間外がふえ

る人が出るのとか、あと、例えば、今は電車通勤とかされている職員も何人かおるよね、そうい

う方を今回優先的に外したのかどうかとか、ちょっとその辺わかるんなら。急な話やったからね、

これが。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  お答えいたします。 

 期日前投票につきましては、臨時職員を１名雇用いたしました。各課長が担当で用紙の交付を

行いました。交代でです。一般の職員については、日中はお願いをしておりません。総務課の職

員が対応いたしました。期日前投票は、夕方、夜８時までありますので、５時１５分以降、一般

の他の課の職員に応援をお願いをいたしました。そういった形で対応いたしました。当日は日曜

日ですので、職員にお願いをいたしております。 

 遠くの職員もやはり当日は、やっぱり覚えていただくためには、遠いからといってその職員を

外すということはありません。交代で従事をしてもらっています。ただ、期日前投票はたしか

８時ですので、１回したのかな、ちょっと済みません、記憶にないんですが、仮にあったとして

も８時まで、１回ぐらいはしているかもしれません。若い職員を対象に、覚えさせるためにして

いますので。 

 時間外勤務手当については、この執行経費で全て支出しておりますので、一般の時間外勤務手

当がふえるということはございません。ただ、総務課の職員は、やはりかなり、これが入ったた

めに業務が窮屈になったというのは事実でございます。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５３号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５３号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。討論はありませんか。 

○議員（２番 山本 定生君）  どっちでもいいですか。 

○議長（若山 征洋君）  そう。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  済みません、賛成討論で。 

 今、総務課長のほうから説明を受けました。若い職員を中心に、やはり覚えてもらう、選挙と

いうのはいつもいつもあるわけではないんで、そういう機会にして、こういうふうに若い職員を

使って覚えていただくということには、私は大賛成であります。ただ、しかしながら、一部の部

署、例えば、総務がもうどうしても選挙管理委員会ですから、大変だとは思いますが、その辺も

十分他の部署とも調整して、今後は、特定部署の職員に負担がならないようにしてほしいと願っ

て賛成討論といたします。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５３号専決処分の承認を求める

ことについて（平成２９年度吉富町一般会計補正予算（専決第２号））は、承認することに決し

ました。 

 日程第４、報告第１０号専決処分の報告について（平成２８年度～２９年度吉富町営別府団地

建設工事（１期工事）電気設備工事契約変更）を議題といたします。 

 担当課長に報告を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（上西  裕君）  報告第１０号専決処分の報告についての内容を御説明いたしま

す。 

 平成２８年１２月２日に工事請負契約の御承認をいただき、現在、工事を進めております吉富

町営別府団地建設工事における電気設備工事に係る工事内容の一部変更及び内容変更に伴う工事

請負金額の変更が生じたことにより、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分を

平成２９年１０月２５日に行いました。同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 変更内容といたしましては、資料ナンバー１のとおりでございます。 

 なお、専決処分書については、次ページの４ページに記載されているとおりでございます。 
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 変更内容といたしましては、公営住宅整備基準を反映する設計図書に基づき施工しておりまし

たが、各住戸の設備基準として電話配線の設置が計画されていなかったため、３５戸全ての電話

配線工事を追加したものでございます。 

 当初請負契約額７,１８２万円から７８万４,０８０円を増額し、７,２６０万４,０８０円に変

更するものでございます。 

 以上を報告といたします。 

○議長（若山 征洋君）  以上で、報告説明を終わります。 

 日程第５、議案第５４号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務課長、説明。 

○総務課長（守口 英伸君）  御説明いたします。 

 本年度の人事院勧告に基づく給与改定は大きく２点です。月例給の引き上げとボーナスの引き

上げとなっております。 

 月例給につきましては、本年４月時点で、民間給与が国家公務員の月例給を６３１円、率にし

て０.１５％上回る結果となりました。そのため、４月にさかのぼって給料表を初任給で

１,０００円、若年層についても同程度、中間層では段階的に引き上げ額が下がり、高齢層では

４００円の引き上げ、率にして平均０.２％引き上げる勧告が行われております。 

 ボーナスにつきましても、昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間支給割合が国家公務

員を０.１２月上回ったことから、０.１月分の引き上げ勧告が行われております。 

 なお、引き上げ分については、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分すると

いうことになっております。 

 本町の給与条例につきましても、人事院勧告に沿った内容で改正いたしたく、御審議をお願い

するものでございます。 

 それでは、議案書６ページをごらんください。あわせて資料ナンバー２、新旧対照表もごらん

いただければというふうに思います。新旧対照表は右側が現行、左側が改正案、下線を引いた部

分が改正箇所となっております。 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第１条、見出し「一般職の職員の給

与に関する条例の一部改正」、第１条、一般職の職員の給与に関する条例（昭和３６年条例第

６８号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の８５」を「１００分の９５」に、これは再任用以外の職

員、いわゆる一般の職員の勤勉手当の割合を１００分の１０、０.１月分引き上げるものでござ

います。 
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 次、「１００分の１０５」を「１００分の１１５」に改め、これは一般職の職員のうち課長ま

たは主幹の職にある者の割合を、同じく１００分の１０、０.１月分引き上げるものでございま

す。 

 同項第２号中「１００分の４０」を「１００分の４５」に、これは再任用職員の勤勉手当の割

合を引き上げるもので、再任用職員は一般の職員の半分、１００分の５、０.０５月分引き上げ

るものでございます。 

 次、「１００分の５０」を「１００分の５５」に改める。同じく再任用職員で課長または主幹

の職にある者の割合を、１００分の５引き上げるものでございます。 

 新旧対照表は２ページになります。 

 附則第１６項中「１００分の１.５７５」を「１００分の１.７２５」に、この附則第１６項の

規定は、高齢職員の給与を抑制するための規定で、年齢５５歳以上で、かつ給料表の職務の級が

６級の課長の勤勉手当の支給上限額を定めるものでございます。本則２１条第２項第１号で算出

された勤勉手当の支給上限額から、ここに記載されている割合を乗じて得た額を減じた額を支給

上限額とするものでございます。勤勉手当の支給割合が引き上げられたため、減額する割合も引

き上げるものでございます。減額する割合である、改正前の１００分の５７５は、改正前の特定

幹部職員の勤勉手当支給割合、１００分の１０５の１.５％となっています。改正案の１００分

の１０１.７２５は、同じく改正案の支給割合１００分の１１５の１.５％、同様に１.５％の割

合となっております。 

 「１００分の１０５」を「１００分の１１５」に改める。この規定は附則第１３項の規定によ

り、給与抑制対象職員の給料月額に１００分の９８.５を乗じて得た額が、その職員の属する職

務の級における最低号給すなわち６級第１号級の給料月額に達しない場合は抑制する措置は講じ

ず、そのまま特定幹部職員の支給割合を支給上限額とするという規定でございます。給与抑制対

象外の特定幹部職員と同じ支給割合である改正前の「１００分の１０５」を「１００分の

１１５」に改めるものでございます。 

 別表１を次のように改める。 

 １級、２級で１,０００円、中間層では段階的に引き上げ額が下がり、高齢層では４００円の

引き上げとなっております。 

 議案書１０ページをお願いします。新旧対照表は８ページでございます。 

 第２条、一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 この第２条の改正は、平成３０年４月１日から施行するものでございます。 

 第２０条第１項中「「及び附則第１３項第３号」を削り」とあります。附則第１３項から附則

第１６項までの規定は、平成３０年３月３１日までの経過措置を定めるものでございます。この
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第２条の改正が施行される平成３０年４月１日には経過措置が終了しますので、この改正文の最

後の行にありますように、附則第１３項から第１６項までを削ります。あわせて、引用している

字句も削るというものでございます。 

 「及び第２０条の３」を「及び第２０条の３第１項」に改め、指定する箇所を第２０条の３第

１項に限定をするものでございます。同条第２項中「においては」を「には」に、これは字句の

改正でございます。「第２１条及び附則第１６項」を「第２１条第２項」に改め、同条第４項中

「。附則第１３項第３号において同じ。」を削る。これは先ほど申した附則第１３項から１６項

までが削除されているため、引用している字句を削るものでございます。 

 第２１条第１項中「及び附則第１３項第４号」を削り、同条第２項第１号中「及び附則第

１３項第４号」を削り、これも同様でございます。「１００分の９５」を「１００分の９０」に、

「１００分の１１５」を「１００分の１１０」に改め、これは勧告に基づく勤勉手当１００分の

１０、０.１月分の引き上げは、本年度は１２月に支給しますが、平成３０年度からは６月と

１２月にそれぞれ１００分の５、０.０５月分ずつ支給すると改正するものでございます。同項

第２号中「１００分の４５」を「１００分の４２.５」に、「１００分の５５」を「１００分の

５２.５」に改める。これは再任用職員についても同様に、平成３０年度からは６月と１２月に

それぞれ１００分の２.５、０.０２５月分ずつ支給するものでございます。 

 附則第１３項から第１６項までを削る。経過措置が平成３０年３月３１日で終了しますので、

削除するものでございます。 

 附則、（施行期日等）第１条、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第

４条の規定は、平成３０年４月１日から施行する。 

 第２項、第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（次条において「改正

後の給与条例」という。）の規定は、平成２９年４月１日から適用する。給料表の改定は４月

１日にさかのぼって適用するというものでございます。 

 （給与の内払）第２条、改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改

正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与（一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１８号。以下この条において「平成

２６年改正条例」という。）附則第５条の規定に基づいて支給された給料を含む。）は、改正後

の給与条例の規定による給与（平成２６年改正条例附則第５条の規定による給料を含む。）の内

払とみなす。ここにある平成２６年改正条例附則第５条の規定による給料とは、減給保障の給料

でございます。平成２６年の給与改定で給料表が引き下げられましたが、激変緩和の経過措置と

して、平成３０年３月３１日までの間は、改正前の給料月額と改正後の給料月額の差額に相当す

る額を支給するとされている給料を指しております。 
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 （規則への委任）第３条、前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）第４条、職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成７年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１１項を削る。 

 新旧対照表は１６ページをごらんください。 

 この勤務時間、休暇等に関する条例、附則第１１項の規定は、改正前の給与条例附則第１３項

に該当する職員に対する規定でございます。給与条例附則第１３項が削除されたため、これも削

除するものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  これから質疑を行います。本案に対して御質疑はありませんか。横川議

員。 

○議員（５番 横川 清一君）  今回のこの条例改正は、人事院勧告分の上乗せの分だと聞いてお

りますけれども、今後、職員のこの条例について全面的に改正するような考えはございませんか。

というのも、うちの職員のラスパイレス指数が大変低うございます。それで、少しでも近づける

ように、１００とは言いませんが、それに近づけるような全面的な改正を考えているのかどうか、

その点についてお尋ねいたします。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  給与条例につきましては、国あるいは人事院勧告に基づいて規定し

ておりますので、それを逸脱するということは考えておりません。国または人事院勧告どおりに

改定をしていこうというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  梅津議員。 

○議員（４番 梅津 義信君）  梅津です。今回、人事院勧告、毎年この時期に議会で議決を求め

られるんですけど、４月の時点で、いわゆる定期昇給というのがありますよね、定期昇給。だか

ら号俸による、例えば２２歳の方が次の４号上がるとかそういうのがあると思うんですけど、う

ちの町の職員の場合は、定期昇給のほうはどういうふうになっているんでしょうか。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  お答えいたします。 

 定期昇給は１月１日に定期昇給をしております。先ほど議員がおっしゃったように、給料表の

４つずつ上がっていくようになっております。高齢職員、５５歳以上の職員は２つずつというふ
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うに昇給をしていきます。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  ほかにありませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  この給与条例は３・１１のときに１回カットされて、その後３年

後ぐらいかね、大体もとに戻ったとかいう話をちょっと前回聞いていたんですが、その後２６年

にまた一遍下げられて、どうなんですか、今回の件でどれぐらいまでの水準に戻ったんでしょう

か。下げる前の本来のぐらいに戻ったのか、まだそこまで行っていないのか、それとも、今、ち

ゃんとペースどおり、ある程度まで来たのか、ちょっとその辺がわかるんなら教えてください。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  お答えいたします。 

 先ほど、２６年の給与条例の改正で減給保障、差額分を支給するということを答弁いたしまし

た。来年３０年の３月３１日で、その減給保障がなくなります。４月からの給料がどうかという

と下がります。下がる職員もいると思います。上がる職員もいるかもしれません。若い人は上が

っていっているんですが、高齢職員については減給保障がなくなるために、下がるのではないか

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５４号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５４号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。梅津議員。 

○議員（４番 梅津 義信君）  そもそも公務員は、労働組合法で認められている労働争議権を禁

じられております。そういった中で、ベースアップ等の要求等は人事院勧告に基づくものとして

裁定されるとこであります。このことを実施しないことは、著しく労働者の──公務員といえど

も労働者でありますので──勤労意欲をそぐものと思われます。よって、この件を議決すること

に賛成いたします。 



- 14 - 

○議長（若山 征洋君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。ちょっとさっき言葉がおかしかったけど。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５４号一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 日程第６、議案第５５号単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  御説明をいたします。 

 議案書１３ページ、新旧対照表１７ページをお願いいたします。 

 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、単純

な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和３６年条例第６９号）の一部

を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。別表（第８条関係）労務職給料表です。 

 一般職と同様に１、２級で１,０００円、中間層では段階的に引き上げ額が下がり、高齢層で

は４００円の値上げとなっております。 

 附則、（施行期日等）第１条、この条例は公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用さ

れる職員の給与の種類及び基準に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、平成

２９年４月１日から適用する。給料表の改定は４月１日にさかのぼって適用するとするものでご

ざいます。 

 （給与の内払）第２条、改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の単純な労務に雇用

される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条

例の規定による給与の内払とみなす。 

 以上で、説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  これから質疑を行います。本案に対して御質疑はありませんか。山本議

員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっと今さらながら確認させてほしいんですが、うちでいう臨
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時職員、吉富町でいう、今回のこの対象になるのはどこまでが入るんですか。こどもの森とか、

給食調理師とか。臨時やけ違うんかな、これ違うんかな。あれは職員になるんか。臨時はどれぐ

らいが入るんですか、どの部分が入るんですか。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  今回の条例に基づく改正については、正規の職員が対象になってお

ります。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５５号は会議規則第３９条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５５号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。梅津議員。 

○議員（４番 梅津 義信君）  議案第５４号と同様の意見をもって賛成といたします。 

○議長（若山 征洋君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５５号単純な労務に雇用される

職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり

可決されました。 

 日程第７、議案第５６号平成２９年度吉富町一般会計補正予算（第４号）についてを議題とい

たします。 

 これからページを追って質疑に入ります。 
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 補正予算書１ページ。歳入２ページ、歳出３ページ、４ページ。次に、５ページ、地方債の補

正。次に、６ページ、事項別明細書、総括、歳入、７ページ、同じく総括、歳出。次に、歳入

８ページ。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今回、町債でマンホールトイレの緊急防災・減災事業債が入って

やるという話を聞いていますが、これの交付金の算入は何％になるのか、ちょっと教えてくださ

い。 

○議長（若山 征洋君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  お答えいたします。 

 今回、財源としております緊急防災・減災事業債でございますが、これにつきましては、元利

償還金の７０％が交付税措置されるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（若山 征洋君）  次に、歳出に入ります。 

 歳出９ページから１０ページ、１１ページ、１２ページ、１３ページ、１４ページ。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  今回、マンホールトイレを防災のために設置するということで、

前回の出していた予算より足りなくなると。土地をかさ上げする必要があるとかいう話を聞きま

したが、それによって、例えば、前回質問のときに、このマンホールトイレは違う場所に移動で

きるのかという話をお聞きしたときに、軽トラか何かで運んで持っていくという話を聞いていた

んですが、今回の形の場合、どうなるんでしょうか、ちょっとその辺を教えてください。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  マンホールトイレは設置すれば、そこに上屋を建ててトイレとして

活用するということになります。ですから、マンホールがないところには設置できませんので、

もちろん運ぶことができますが、運んでもそこでは使用できない、マンホールがないんでですね。

マンホールのあるところでマンホールトイレを活用したいというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  ちょっと済みません、聞き方が悪かったね。ということは、マン

ホールがある場所に持っていけるちゅうことなんで、ここ以外に設置ができる場所ちゃ、どこが

あるんですか、ちょっと教えてください。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  お答えします。 

 マンホールトイレをつくるに当たっては、水が必要になりますので、今回、そういった意味で
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プールの横にしました。プールから手動給水器を置くようになっています。そういう意味で、そ

ういった水利がないところには設置ができないので、吉富町でそういったところがあれば設置も

検討したいと思いますが、今のところは町営プールの横だけということを考えております。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  いや、もう１個つくってくれっちゅう話じゃなくて、今回用意す

るトイレが、どっかもうほかには移動できる前提じゃないで、もうここしかやっぱだめなんかな

っちゅうことで、前回聞いたときには、ほかの場所でも、持っていける場所があったら持ってい

けるちゅうて言いよったけね、軽トラか何かで運ぶとか何かそんな話を前回、聞いたとき言いよ

ったけね、どっかできるんかなあと思って、やけ、例えばここ以外にも、避難場所が急に、小学

校はトイレいっぱいあるけ要らんのかもしれんけど、小学校とか、例えば鳳寿園さんに逃げ込ん

だときとか、何かそうとこにこれが持っていけるものなのかどうか確認したかった。できないな

らできないで、もうそれでいいんですけど。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  平時は、そこは本当にマンホールのふたがあるだけで、上屋は倉庫

になおしております。それを多分、軽トラか何かで運ぶというふうなことを言ったのかもしれな

いです。違うところに持っていくということはできませんので（「そうやろ」と呼ぶ者あり）そ

れは言った。はい。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  梅津議員。 

○議員（４番 梅津 義信君）  マンホールトイレですけど、議員のほうからもいろんな趣旨の質

問が全員協等でもあったんですけども、私ども政務活動の一環として京都府長岡京市に行って、

強くこのことを要望してきた立場から申しますと、まず、今つくろうとしているところにつくっ

て、２６日に防災がありますけども、あんな折に町民の方々にぜひ体験的に利用していただいて、

これを各地にも広げて、もう何箇所かあったほうがいいんじゃないかという声が上がれば、また

つくっていただきたいというふうに私は考えるんですけど、私の今のこの質問についてお答えで

きればよろしくお願いいたします。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  水利があって、今、避難所にあれは設置するものでございますので、

避難所のうち、そういった水利と場所があれば検討はしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  是石議員。 
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○議員（７番 是石 利彦君）  今回は、１台なんでしょうね、何台でしょうか。それと、今、言

った避難訓練のときに、そこで使えないかもしれませんけど、こういうのを置けますよというよ

うなことも考えておりますか、その２つ、お願いします。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  お答えいたします。 

 今回、５基、設置したいというふうに思っております。全協でもお話しましたが、イメージ図

をつくって、ここにはこういう形で設置したら、こういう形でトイレができますよと、イメージ

図をフェンスか何かに張りたいなというふうに考えています。それ以外にも、例えば、春まつり

のときに組み立てて、こういったものが災害時にはできますよということも、今、検討していま

す。 

 ただ、使ったら、きれいに洗わないといけないというのがあるんで、その辺、今、どうしよう

かなというところを検討しているところです。設置するだけだったらできると思うんですが、使

ってもらった後どうするかというのが、今、考えているとこです。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  お願いがございます。はっきり、質問、御意見のある方は発声をしてか

ら挙手をしてください。太田議員。 

○議員（３番 太田 文則君）  先ほど同僚議員も言いましたように、この近隣に、このマンホー

ルトイレがありません。近くにあるとすれば北九州市まで行かないとないということで、ぜひ、

これを一つの吉富町のＰＲ、ぜひ各自治区のほうから自治体のほうから視察に来るような、そう

いった発信をしていただいて、吉富町にはこういうものがあるんだというＰＲをぜひしていただ

きたいというように、今後発信してもらえるか。（発言する者あり） 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  お答えします。 

 マンホールトイレが完成したら、マスコミにもこういったものができたということはＰＲして

いきたいというふうに思いますし、ホームページあるいは広報よしとみでも掲載したいというふ

うに思っています。 

 先ほどの全協のほうでも説明いたしましたが、今回、ＰＲの経費を上げております。今さっき

言ったようなイメージ図とか、あるいは、ここはマンホールトイレができますよとかいうような、

地面に書くとか、舗装の色を変えるとか、そういったＰＲをしたいというふうに思っております

ので、議員がおっしゃるように、ぜひ皆さんにＰＲしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  １４ページ、歳出全般について御質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  歳入歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  次に、１５ページ、地方債の現在高に関する調書。 

 次に、給与費明細書、１６ページ、１７ページ、１８ページまで。山本議員。 

○議員（２番 山本 定生君）  さっき条例のときに臨時ちゅう形で言ってしまったんで、ちょっ

と間違えてごめん。ここでいう単労職、うちでいう該当する人は何名ぐらい、どれぐらいやった

かな、ちょっと１回確認させてください。 

○議長（若山 征洋君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  今、単純な労務の対象者は給食調理員です。給食調理員が４名です。

４名の方が単労職の給料表が適用になっております。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  以上、補正予算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５６号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。手、挙げてはっきり言って。立ってください。

梅津議員。 

○議員（４番 梅津 義信君）  この補正予算（第４号）に賛成討論いたします。 

 このマンホールトイレの設置工事費の増額に伴う補正予算については、そもそも当初予算で、

私はこの件につくること自体に賛成をしました。政務活動として、先ほど質疑の中で言いました

ように、政務活動として同僚議員と京都府長岡京市に行った折に、見学した折に非常にこのこと

を持ち帰り、町のほうに同僚議員とアピールしてきたわけです。また、その折には、実際に、そ

ういう使用しないで座って、そのよさを感じたということもあわせて申し添えたいと思います。 

 今回、補正として上げられた中に、ＰＲについての経費が上げられています。私が議員になり

たてのときに、河川敷にドクターヘリのポートができて、あのときも一部議員の方からは、「こ
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んな無用の長物、何でつくるんか」というふうな声が寄せられましたけど、私は、自信を持って

あのときも賛成いたしました。しかるに、何回かしか使っていないけども、あれがあることによ

って、我が町はドクターヘリ、いわゆる高度医療についての先進町というふうにおっしゃってく

れる方がおります。 

 今回、この防災・減災費用を使ったマンホールトイレを設置し、また、そこにＰＲをすること

によって、先ほど同僚議員も言いましたように、この吉富町が先進地域だということをＰＲする

一環にもなるというふうに思います。よって、今度の増額補正、トイレ箇所をＰＲすることにつ

いて大いに賛成し、また、工事費内容の変更に基づいて安全面を考慮したということで補正を組

んだわけですけども、大いに賛成し、賛成討論といたします。 

 以上です。 

○議長（若山 征洋君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。是石議員。 

○議員（７番 是石 利彦君）  賛成討論いたします。 

 私、先ほどの質問の中に、使用というのですか、もう全然これを使わないのが一番いい防災で

すから、災害があったとき、災害がないというのがいいんでしょうけれども、かなりのお金をか

けておりますので、先ほど、意見の中にもあったと思うんですが、お祭りのとき、あそこに設置

して、使用してはいけない、後で汚れたらちゅうのがあるんですが、それはそれとして、使える

ようにして、きれいにしてなおしておくというか、そういう必ず使うことがあるんですから、ぜ

ひともそういうときにアピールするためにも、ぜひ無用の長物にならないように、そういう意味

じゃなくて、必ず安心安全のために吉富町はこういうことをやっていますよということにもなる

し、ぜひともイベントのときに使えるように設置していただきたいと要望して賛成といたします。 

○議長（若山 征洋君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号平成２９年度吉富町一般

会計補正予算（第４号）については、原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第８、議案第５７号平成２９年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい
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てを議題といたします。 

 これからページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ。歳入２ページ、歳出３ページ。次に、４ページ、事項別明細書、総括、

歳入、５ページ、同じく総括、歳出。次に、歳入の６ページ。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  次に、歳出に入ります。 

 歳出、７ページ。 

 歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  歳入歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  次に、給与費明細書、８ページ、９ページ、１０ページまで。 

 以上、補正予算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５７号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号平成２９年度吉富町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）については、原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第９、議案第５８号平成２９年度吉富町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてを議題といたします。 
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 これからページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ。歳入２ページ、歳出３ページ。次に、４ページ、事項別明細書、総括、

歳入、５ページ、同じく総括、歳出。次に、歳入６ページ。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  次に、歳出に入ります。 

 歳出、７ページ。 

 歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  歳入歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  次に、給与費明細書、８ページ、９ページ、１０ページまで。 

 以上、補正予算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５８号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５８号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５８号平成２９年度吉富町公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第１０、議案第５９号平成２９年度吉富町水道事業会計補正予算（第３号）についてを議

題といたします。 

 これからページを追って質疑に入ります。 
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 補正予算１ページ。補正予算実施計画２ページ。予定貸借対照表３ページ、４ページ。補正予

算書５ページ。給与費明細書６ページ、７ページまで。 

 以上、補正予算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５９号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５９号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（若山 征洋君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５９号平成２９年度吉富町水道

事業会計補正予算（第３号）については、原案のとおり可決することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（若山 征洋君）  以上で、今期臨時会に付議された事件は、全て議了いたしました。 

 これをもちまして、平成２９年度第４回吉富町議会臨時会を閉会いたします。お疲れさまでし

た。 

午前11時06分閉会 

 


